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論　　説

新検索技術の到来と特許調査の今後

　抄　録　近年の情報技術の進化は目覚しいものがあるが，特許検索においても意味検索や機械学習
といった新たな技術が組み込まれ始めている。これらの技術により，検索式の作成をせずとも高精度
な特許検索が可能となり，特許調査の簡易化や負荷削減が期待され，また知財部門以外でも高精度な
特許調査ができるようになる。その反面，検索システムで実行される検索処理が複雑なものとなりブ
ラックボックス化されると，検索結果の妥当性判断や検索条件の修正が困難となる。そのため，検索
に使用されている技術をある程度理解していなければ，十分に使いこなすことができない恐れがある。
　そこで本稿では，それらの技術について解説するとともに，それらの導入によって，将来の特許調
査業務がどのように変化していくのかについても考察する。
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1 ．	はじめに

近年，情報検索技術は目覚しい進化を遂げて
いる。これまでは，ユーザが入力したクエリ（検
索ワードなど）の文字列が完全一致するものだ
けが抽出できるような検索システムが主であっ
たが，最近では，例えばApple社のSiriやIBM
社のWatsonなど，人間同士が会話するような
方法（対話形式）で質問ができ，その質問内容
を解釈した上で結果を回答するような検索シス

テムが実現されてきている。
この技術進化の流れは特許検索においても例

外ではなく，クエリの内容から同義語や特許分
類を自動的に抽出・追加した上で検索を行うも
のや，自然文や疑問文形式での入力でも検索が
できるもの，キーワードの一致ではなくその前
後の文脈の類似性から類似文献を抽出するも
の，といった新たな特許検索システムも登場し
始めている。
もちろん，これまでの技術でも，同義語や特

許分類の自動抽出は，辞書やシソーラスなどの
ルールを人手で作り込めば実現可能であり，ま
た特許の類似性評価自体は概念検索等ですでに
実現されている。しかし，最近のシステムでは，
これらを機械学習等によって人手をかけず，か
つ高精度に実現しつつあるところが大きな特徴
である。
これらの特許検索システムの一番のメリット

は，検索式の仕組みをあまり意識せずに（場合
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によっては，検索式すら作らずに）誰でも特許
調査できることであり，特許検索システムのユ
ーザのニーズとも合致している。
特許庁による特許情報の利用に関する企業の
実態調査アンケート１）によれば，特許情報の活
用に関する将来像（理想像）についての問いに
対して，自由記載回答にも関わらず，「発明者
自らが先行技術調査・分析を行い，特許情報を
活用できるようにする」という回答が圧倒的に
多い結果となっている（図１参照）。
また，同資料では発明者自身による情報調
査・活用能力の向上の必要性についても言及さ
れていることから，特許調査はもはやサーチャ
ーをはじめとする知財部門の専売特許ではな
く，誰しもが手軽に実施できるようになること
が望まれており，それに応じる形で特許検索技
術も進化しているように感じられる。
とはいえ，検索技術の進化による特許調査の
簡易化は喜ばしいことばかりではない。その問
題点の一つとして，コンピュータ内で実行され
る検索処理が複雑になることによって，検索結
果の妥当性の評価が困難になることが挙げられ
る。
従来は，キーワードや特許分類等を組み合わ
せた検索式を作成し，その検索式に合致する特

許のみを抽出するような検索方法であった。そ
の場合，所望の特許がヒットするか／しないか
の条件は，ユーザが指定したキーワードや特許
分類がその特許の明細書等に含まれているか否
か，と明確であった。そのため，検索結果を調
整したい場合はキーワードや特許分類を調整す
れば解決できた。
しかし，上記のような新たな特許検索システ
ムの場合，ユーザが指定したキーワードや特許
分類の一致以外の要因でも特許が抽出されるた
め，検索結果によっては，なぜその特許がヒッ
トしたのか，またはヒットしなかったのかがわ
からない場合があり，その検索結果が妥当であ
るかの判断が従来よりも困難になっている。そ
のうえ，検索結果を調整しようにも，検索条件
をどのように変更すれば良いのかがわからない
ことが多い。
以上のように，新たな特許検索システムの登

場によって従来の検索方法よりも優れた特許調
査が可能となり始めている中，それらを活用し
てより高精度・高効率な特許調査を行っていく
ためには，システムに使用されている技術を少
なくともある程度は理解していなくてはならな
い状況にあると考えられる。

図１　特許情報の活用に関する将来像（理想像）
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そこで，本小委員会では，新たな特許検索シ
ステムによく用いられている技術を紹介すると
ともに，それらの技術が今後の特許調査業務に
どのような影響を与えていくのかを考察する。

2 ．	既存の検索機能と使用技術

近年の新たな特許検索技術は，複雑な検索式
を作成しなくても簡単に特許検索ができるとい
う点で，概念検索の延長線上に位置するものが
多い。
そこで本章では，これら新しい技術に触れる
前に，概念検索・意味検索の仕組みについてお
さらいしたい２）。

2．1　概念検索

概念検索は，検索式を用いず自然文を入力す
ることにより検索を行うもので，最近は多くの
特許検索システムで標準の機能として使うこと
ができる。精度を向上させるためにいろいろな
改良が行われているが，基本的には単語の切り
出し（形態素解析），単語の重み付け（TF-IDF
法），類似性の評価（ベクトル空間法）という
手順で検索結果を導き出している。以下，それ
ぞれのステップに関して簡単に説明する。

（1）形態素解析
形態素とは，言語の意味を持つ最小単位のこ
とである。英語など分かち書きをする言語では
比較的容易に形態素に分けることができるが，
日本語や中国語など分かち書きを行わない言語
では単語の切れ目を解析する必要がある。
まず，辞書を用意して品詞を判断し，単語の
接続のルールから判断して単語を抽出する。さ
らに，解析精度を上げるため，最長一致法（一
番長い形態素から順番に割り当てる），文節最
少化法（できる文節の数が最少となる候補を選
択する），接続コスト最小化法（単語の繋がり
易さ，単語の出現しやすさをスコア化し合計の
コストを最小化する）などの手法がとられてい
る。例えば図２のように「彼女は大学で勉強し
ます」という文章を形態素解析した場合，基本
的には「彼女／は／大学／で／勉強／し／ます」
と分けられる。
なお，現状では，複合語の扱いや漢字とひら
がなが混在する単語の扱いに関しては，ユーザ
辞書の整備が必要なケースが多い。

（2）TF-IDF法
抽出した単語の重み付けの代表的な方法とし
て挙げられるのが，TF-IDF法である。
TF（Term Frequency，索引語頻度）は，あ

図２　形態素解析
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る文書内でその単語が使用されている回数であ
り，何度も用いられる単語は重要であるとみな
され，重みが大きくなる。
文書 iにおける単語 jのTFijは

TFij＝
文書i中で単語jの出現回数

文書i中で最も多く出現する単語の出現回数
となる。
IDF（Inverse Document Fruquency，逆文書
頻度）は，文書集合中である単語が現れる頻度
の逆数である。多くの文書に共通して現れる単
語は検索に役に立たない（特徴語にならない）
とみなされ，重みが小さくなる。
単語 jのIDFjは

IDFj＝log
文書集合中の文書の総数

文書集合中で単語jを含む文書の数
となる。
以上から，文書 iにおける単語 jのTF-IDF
値は

Wij＝TFij×IDFj

となる。この値が文書 iの特徴を表す値（特徴
量）であり，後述する類似度の計算に用いられる。

（3）ベクトル空間モデル
文書間の類似度を計算する方法として，ベク
トル空間モデルが用いられる。ベクトル空間モ
デルでは，文書の特徴量をベクトルとして考え，
そのベクトルの距離や向きの近さで文書間の類
似度を示している。
例えば単語の個数が３個（仮にｘ，ｙ，ｚと
する）の場合，各文書の特徴量は図３に示すよ
うな３次元のベクトルとして考えることができ
る。そして，各ベクトル間の距離や内積を計算
し，その値が近いほど文書が類似しているとみ
なす。この計算方法は単語の個数に限らず同じ
である（個数がｎ個であればｎ次元ベクトルで
計算を行う）。
このように計算した類似度に基づいて，各文

書を類似する順に並べたものが概念検索の結果

である。
ちなみに，このベクトル空間モデルの考え方

は特許マップ作成ツールにも活用されており，
n次元の空間での各ベクトルの分布に対して，
主成分分析などを用いて２次元平面で表現した
ものが，ヒートマップなどと呼ばれているマッ
プである。

ただし，概念検索は各単語の意味は考慮して
おらず，単純に各単語の出現頻度が似ている文
書を選んでいるだけである。従来の論理式ベー
スの検索式を用いた検索ではヒットしない特許
が抽出され，気付きとなる場合もあるが，同義
語や文脈などを考慮しているわけではない点に
注意が必要である。

2．2　意味検索

既存の検索機能として，上述した概念検索の
他に意味検索がある。

図３　ベクトル空間モデル
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意味検索とは，広義の意味では質問の意味を
解釈して関係する文書を幅広く検索するという
方式であり，狭義の意味では自然文による質問
の品詞間の係り受けを解釈して検索する方式で
ある。
意味検索は図４のような流れで行われる。概
念検索との違いは特に構文解析と意味解析の部
分であり，構文解析では単語の位置関係を示す
係り受けを決定し，意味解析では意味的に正し
い係り受けの選択が行われる。

構文解析は，形態素解析で単語に付与された
品詞等の情報を元に文節間の修飾，被修飾の関
係を示す係り受けを決定する。さらにその結果
を構文木として表す場合もある（図５参照）。
構文解析は文法的な観点での解析のため，図
５の「小高い山々」と共に「小高い湖」のよう
な一般的には用いられない構文も正しい結果と
して扱われる可能性がある。そのため，次工程
の意味解析では質問の意味を解釈して一般的で
ない構文は選択しない，即ち正しい係り受けの
選択が行われる。
構文解析を行うためには，品詞の同定が必須

となるため，品詞データを有する辞書が必要で
ある。また，文法だけでは判断が難しい係り受
けをコンピュータが適切に判断するためには，
単語の意味属性を有する辞書（シソーラス）が
必要である。ちなみにシソーラスとは，各単語
間の上位／下位，部分／全体，同意，類似とい
った関係を整理・定義した辞書である。
なお，特許検索においては，検索に網羅性を
求められるケースが多い。網羅性を上げるため
には，単なる文言の一致だけでなく，概念や，
概念の上下関係を理解した上で，同義語・類似
語や上位語・下位語を使用することが必須とな
る。人間が検索式を作成する時も，同義語・類
似語を集めた辞書や，シソーラス辞書の活用は
有効である。簡易な意味検索システムでは，単
に辞書を用いて自動的に同義語・類似語を検索
式に展開するだけのシステムもあるほど，辞書
は特許検索においては有効なツールと言える。
だが，安易な同義語展開はノイズを増やすマ
イナス面も有しているため，システムは最終的
に検索者が判断できるように類似語を提示する

図４　意味検索の流れ

図５　係り受け・構文木

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 67　No. 11　2017 1703

のみで，取捨選択は検索者に委ねられているこ
とが多い。また，シソーラスを有効活用し，上
位概念を適切にヒットさせる検索式を自動作成
する意味検索はまだ見受けられていない。

3 ．	特許検索に導入されつつある技術

前章までは，既に特許検索システムの中で使
用されている技術に関して説明した。本章では，
今後特許検索システムに適用される可能性があ
る技術について述べていきたい。

3．1　機械学習とディープラーニング

近年，人工知能という言葉が各種メディアに
頻繁に取り上げられるようになってきた。チェ
ス，将棋，そして囲碁の世界で人工知能を搭載
したコンピュータは人間の能力を凌駕するよう
になり，クイズで人間に勝つ人工知能も現れた。
特に画像認識，音声認識の分野では人工知能を
活用した高精度な認識システムが出現してい
る。さらに防犯，翻訳，自動運転など様々な分
野に人工知能が応用されようとしている３）。
本稿では人工知能に関する研究領域の中で研
究が進んでいる「機械学習」と「ディープラー
ニング」に注目し，今後特許検索システムに適
用される可能性がある技術として取り上げるこ
とにする。

（1）機械学習
機械学習とは，コンピュータがデータからル
ールや知識を自ら学習する（見つけ出す）技術
の総称である４）。ここで「学習」の根幹となる
のはデータを分類する作業である５）。すなわち，
機械学習によってコンピュータはデータの分け
方を学習する。そして，その学習した分け方を
利用すれば，未知のデータがどの分類に属する
か判別できるようになる。これが機械学習利用
の基本的な考え方になる（上記判別器としての
利用法の他に回帰器としての利用法もある）。

機械学習は大きく「教師あり学習」と「教師
なし学習」及び「強化学習」に分けることがで
きる。図６に機械学習の大まかな種類をまとめ
た。

教師あり学習とは，各データがどの分類に属
するのかを示すラベル（正解）が付いたデータ
を使用して，コンピュータにデータの分け方を
学習させる方法である。例えば，犬，猫，豚の
画像の分け方を学習させる際に，それぞれの画
像に対して，「犬」「猫」「豚」という正解のラ
ベルを付けたデータをコンピュータに与えて学
習させるのが教師あり学習である。
それに対し，教師なし学習とは，正解ラベル

が付いていないデータを与えてコンピュータに
学習をさせる方法である。コンピュータはそれ
らのデータ集合から規則性を見つけてデータの
分け方を学習する。教師なし学習ではデータの
クラスタリングなどを行わせて，そのデータ集
合に内在している特徴や傾向などを分析すると
いった利用法がなされている。
強化学習は，行動に対して報酬（評価）を与

えて試行錯誤で学習させていく方法である。こ
の強化学習を使えば，検索結果に対して評価し，
報酬を与えることによって，より良い情報検索
システムの構築が可能となるかもしれない。
機械学習は応用分野が広く自然言語処理を含

む様々な分野への展開が検討されており，特許

図６　機械学習の種類
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検索に適用する研究も報告されている６）。

（2）ディープラーニング
次に，最近注目されている「ディープラーニ
ング」について述べる。ディープラーニングは
機械学習の中の要素技術の一つであり，新世代
の機械学習ととらえることができる。図７に，
機械学習，ディープラーニングがどのような関
係にあるのかをまとめた。

ディープラーニングとは，ニューラルネット
ワークを用いた機械学習の一種である。従来の
機械学習ではデータの特徴量を人間が設定する
必要があったが，ディープラーニングは大量の
データから特徴量そのものを自動的に設定する
ことができるという特徴を有する。

3．2　機械学習の課題と期待

既に画像認識など特定の分野では威力を発揮
している機械学習ではあるが，特許調査や特許
解析などの自然言語処理に適用するためにはい
くつか重要な問題点がある。それは，シンボル
グラウンディング問題とフレーム問題である。

（1）シンボルグラウンディング問題
シンボルグラウンディング問題とは，記号と
それが意味するものとをつなげることができる
か否かを問う問題である。

人間は言葉（単語）の意味を理解した上で言
葉を操っているが，コンピュータは言葉の意味
は理解できない。例えば，人間は，「馬」とい
う言葉を見たり聞いたりすると，馬の大きさ，
鳴き声，性格，触感，能力などをイメージでき，
総合的に馬というものを理解している。一方，
コンピュータは馬という言葉の意味を理解でき
ず，単に記号として捉えている。つまりは，言
語処理を行っているコンピュータは言葉の意味
を理解しているのではなく，記号として捉えた
言葉同士の関連性や類似性を算出することで文
章を解析しているにすぎない。
従って，現状の機械学習を特許調査に応用し

ても，コンピュータは明細書で使われている用
語の真の意味を理解した上で文書を解析するこ
とはできず，その技術的思想を理解して結果を
返すようなことは不可能である。そのため，そ
の結果の精度には自ずと限界があると思われる。

（2）フレーム問題
フレーム問題とは，「有限の情報処理能力し

かないコンピュータには，現実に起こりうる問
題のすべてに対応できない」という問題である。
例えば，チェスや将棋のように考えうる要素

の組合せ（すなわち，駒の配置のパターン）が
有限であるルールの枠内ではなく，考えうる可
能性が無限に存在する現実世界に対応させよう
とすると，コンピュータは，起こりうる全ての
事柄を考慮するため，無限に計算し続けてしま
う。それは，問題解決に必要ではない事柄を無
視するということが，人と違ってコンピュータ
にとって困難なためである。
自然言語処理においては，日本語の場合，形

態素解析→構文解析→意味解析→文脈解析の流
れで解析が行われるが，現在，構文解析までは
かなり高い精度が実現されている。しかしなが
ら，自然言語処理で本当に難しいのは，意味解
析や文脈解析である。意味を解析するには，広

図７　機械学習とディープラーニングの関係
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範な知識から適切なフレームを選択することが
必要になる。特に文脈をどう適用するかという
のは，さらなる困難さがあり，未だ精度の良い
手法は確立されていないのが現状である。

（3）ディープラーニングの現状
このような機械学習の限界を解決するかもし
れないと期待されているのが前述のディープラ
ーニングである。ディープラーニングにより的
確な特徴量をコンピュータが自動で見つけ出す
ことができるようになれば，コンピュータがデ
ータを分類したり類似性の高いデータを集めた
りする作業の高精度化が期待できる。ディープ
ラーニングを特許検索に応用すれば対象とする
特許に類似している特許文献を高い確率で抽出
できるようになる可能性も考えられる。
とはいえ，ディープラーニングにも課題は残
されている。その一つは，ディープラーニング
の精度を上げるためには，大量のデータを学習
させる必要があることである。現代では，イン
ターネット上からでも多くのデータが取得可能
なため，データに不自由する可能性は低いと思
われるが，適用分野によっては学習に必要な十
分な量のデータを用意することができず，適切
な検索精度が得られない場合がある。
次に，大量のデータを学習させる以上，コン
ピュータの計算量は膨大なものとなる。実用化
できるようなレベルにまでディープラーニング
の精度を上げるためには，そのデータをスムー
ズに学習し，活用できるだけのコンピュータの
性能やデータ処理技術が必要になる。
また，あらかじめ人間が特徴量を設定して作
動させるこれまでの機械学習と違い，完全なブ
ラックボックスとなる。このため，与えたデー
タによっては，ユーザの思惑とは異なった方向
に学習してしまい，制御が困難になる可能性も
ある。従って，適切な回答が得られているかを
判断したり，大量のデータの中から学習させる

データを選定したりする人間が必要になる。

（4）ディープラーニングへの期待
このように，様々な課題があることも事実で

あるが，現在，勢いに乗っているディープラー
ニングは，まさに日進月歩であり，多方面に研
究が広がってきている。自然言語処理以外の適
用分野に目を向けると，例えば，人間は一つの
例を見ただけでその特徴を掴むことができる能
力（One-shot learning）を備えるが，このよ
うな能力を機械学習で実現しようとする研究も
画像処理技術分野で行われている７）。
また，強化学習にディープラーニングを組合

せる研究も進められている。様々な分野に適用
が拡大していく中，画像処理，音声処理などで
ある程度成果を上げたディープラーニングは，
自然言語処理への適用に注目が集まってきてい
る。
確かに，現状ではディープラーニングを使っ

た自然言語を処理する能力は同類の単語やセン
テンスを確率的に分類するだけに留まる８）。し
かし，今後の自然言語処理技術の進展によりシ
ンボルグラウンディング問題などの難題を解決
できれば，対象特許の技術的思想を理解してそ
の上位概念や下位概念の文献を抽出できる検索
システムが出現する可能性もあると思われる。

4 ．	特許調査業務の今後

これまでの章では，概念検索技術並びにそれ
を系譜とする新たな技術について解説した。特
許調査に従事する者としては，特許検索システ
ムに適用された技術，あるいは適用されそうな
技術がどのようなものであり，その技術が特許
調査業務にどのような影響を与えるのかをある
程度把握した上で，有用性や活用方法を見極め
る判断力をつけておくことが重要と考える。
そこで本章では，それらの技術によって今後

の特許調査業務がどのように変化していくのか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 67　No. 11　20171706

について，現状の特許調査のフローを鑑みつつ
考察する。

4．1　新技術の特許調査業務への影響

はじめに，特許調査のフローは大きく以下の
手順に分けられる。

これらのうち，「３．検索式の作成」と「４．
検索結果の確認」については，現状の概念検索
でも自然文検索やスコアリングという形で，コ
ンピュータによる自動化がすでに一定のレベル
で実現できているといえる。
加えて，概念検索が意味検索に発展すること
により，「２．検索条件の抽出」のキーワード・
分類の選定の自動化が可能となる。また，検索
システムの作り方によっては，調査目的を選択
することで日付や経過情報などを自動設定する
ことも可能である。
そして機械学習の導入により，シソーラス構
築の自動化やスコアリング性能が向上され，
「２．検索条件の抽出」，「３．検索式の作成」，「４．
検索結果の確認」の精度の向上が期待できる。
さらには，調査目的やマンパワー，スケジュー
ル，調査結果に対する評価をも含めた調査案件

そのものを一つのデータとして学習させること
により，新規の調査案件に対しても過去の類似
案件から最適な調査内容を提示され，ユーザは
それを選択するだけで良い，といった調査手法
が実現される可能性もある。
このような検索システムが実現された場合，

「２．検索条件の抽出」，「３．検索式の作成」，「４．
検索結果の確認」といった基本的な特許調査は
わずかな負荷で高精度に行えるようになる。し
かし，人工知能を含む現時点で想定される技術
をもってしても，コンピュータによる自動化が
困難な作業がある。それは，「１．計画の策定」
と「６．結果の判断」である。
なぜならば，人工知能がどれだけ優れた調査
能力や分析能力を持っていたとしても，人工知
能がひとりでに調査をしてくれるわけではな
い。人工知能に調査を指示するのはあくまでも
人間の役割であるため，人工知能にどのような
調査を行わせるのか，というのは人間が考えな
ければならない。また，人工知能はグラフ等を
用いて様々な分析結果を表示してくれるであろ
うが，その結果をどのように解釈し，それに基
づいて知財戦略等の方針をどうするのかを考え
るのも人間である。

4．2　特許調査業務の今後

以上を踏まえて将来の特許調査業務を考える
と，以下のような形になると予想する。
まず，検索式を作成して検索を実行し，結果
を抽出するといった純粋な調査作業はコンピュ
ータによって自動化されていく。その結果，調
査作業自体は経験やスキルに依存せず，誰が行
っても調査精度に差が出なくなるため，基本的
な特許調査は知財部門がわざわざ対応する必要
は無くなり，他部門に任せてしまっても十分に
対応可能になる。それによって確保できた知財
部門の労力と時間は，調査計画や結果判断，そ
して知財戦略の策定に費やされるようになる。

表１　特許調査のフロー

No 項目 作業内容

1 調査計画の策定

・調査目的の設定 
　（動向調査／出願前調査 
　／侵害予防調査など） 
・調査範囲の設定

2 検索条件の抽出 ・キーワード，分類の選定 
・日付，経過情報等の設定

3 検索式の作成 ・論理式の組み立て

4 検索結果の確認 ・検索条件の妥当性判断 
・スクリーニング

5 抽出文献の読込み ・明細書の読込みと評価

6 結果判断
・目的達成の是非の判断 
・再調査，追加調査の 
　要否判断
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その結果，アナリストやコンサルタントに関す
る業務の需要がより増していくと思われる。
もっとも，特許調査においても，案件によっ
ては他部門では対応困難な高い調査・分析スキ
ルが必要となる場合もあり得る。例えばディー
プラーニングを活用する場合，３．２章で述べ
たように事前に大量のデータを学習させる必要
があり，またそのデータによって検索システム
の調査や分析の精度が大きく変化する。そのた
め，検索技術やシステムの仕組みを把握したう
えで，どのようなデータをどれくらいの量で用
意し，どのように学習させるかを検討し，そし
て構築した検索システムを駆使してどのような
情報を抽出するかを業務とする知財版データサ
イエンティストのような職業が新たに生まれる
と考えられる。

5 ．	おわりに

本稿では，新たな特許検索システムに用いら
れている技術について，そのベースの技術とな
る概念検索の仕組みも交えて紹介した。もちろ
ん，実際に特許検索システムに導入されている
機能の詳細な処理は各ベンダーによって様々な
工夫・詳細なチューニングが行われているた
め，本稿で紹介した内容がその一般的な例とし
ての解説に過ぎないことは否めない。しかし，
特許検索システムの画面の裏側でどのような処
理が行われているのか，そしてその将来の進展
がどのようなものになるか，少しでもイメージ
を掴んでいただけたと思う。
また，新しい技術によって今後の特許調査業
務がどのように変化していくかについても考察
した。人工知能等の導入により，検索式の作成
やスクリーニングといった特許調査の中流工程
の自動化が進むことが予想される。その一方で，
上流工程や下流工程である計画策定，結果判断
の重要性がより増すことになる。
将来の知財部門の業務としては，単純に検

索・結果抽出を行うだけの調査業務の需要は低
下する一方，高効率・高精度な調査の需要が高
まる。その結果，戦略分析業務を行うアナリス
トやコンサルタントとしての需要が高まるほ
か，高度な専門知識で特許検索・分析システム
を使いこなす知財版データサイエンティストが
注目されるであろう。
将来の特許調査業務は，そう遠くないうちに

現在のあり方から大きく変貌を遂げると思われ
る。そのような時代に備え，我々は自分自身が
どのような知識やスキルを身に付けてどのよう
なキャリアを歩んでいくのか，また知財部門を
どのような役割の組織にしていくのかを考え始
めなければならない。本稿がそのための一助と
なれば幸甚である。
なお，本稿は2016年度情報検索委員会第１小

委員会委員，藤田尚吾（副委員長，凸版印刷），
片山博子（住友化学），鈴木憲（日油），六坂明彦
（ルネサスエレクトロニクス），加地英之（住友
重機械工業），大久保武利（キヤノン技術情報
サービス），山崎勇二（三菱化学）によるもの
である。
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